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        平成 30 年度 日本建築士会連合会 全国まちづくり会議 

 

          福祉まちづくり部会  
 

  『バリアフリー、ユニバーサルデザインのまちづくりの課題』 

 

 

１ 国のバリアフリー法、全国自治体の福祉のまちづくりの方向性について 
 
 国のバリアフリー法は大規模な施設を対象に、全国各自治体の福祉のまちづくり条例は、地域の施設のバ

リアフリー化を図るためのものであるが、高齢者や障がい者が身近で利用する小規模施設においては、条例

にもかからず、旧態依然とした状況であることは否めない。ハード面の画一的なバリアフリー化に留まらず、ハ

ート面を含む、新たな分野として、明確な目標を持つ、観光バリアフリーや国際化を意識したバリアフリー化を

推進しなければならない。兵庫県は全国初の福祉のまちづくり条例を施行した地であり、この地から、第二の

福祉のまちづくりの波が起こることを期待したい。 
 
 
２ 条例にかからない身近な小規模店舗や施設について 
 
 高齢者も障がい者も普段の暮らしでは、大規模施設よりもむしろ、身近な食堂や店舗など小規模施設の

利用頻度が高く切実であり、ハードとソフトを組み合わせた柔軟な対応により、誰もが利用できる施設を増やし

ていく必要がある。地域の状況をよく知る住民や、そこにに住む建築士が加わる形で自治体と共にフォローす

る体制やシステムを検討し進める必要がある。 
 
 

３ 新たな分野（ハードからハートへ、観光バリアフリー、インバウンド、国際化） 
 
 欧米のバリアフリー先進国に比べ、日本はハード面では先端のバリアフリー環境にあると言えるが、ソフト面

の対応は十分でないように思える。ソフト面対応で最もわかりやすいのは、自然な声がけ手助けであり、シャイ

な日本人はその一歩が踏み出せないでいる。小中学年期の学校教育が大切と言われるが、障害児・者を含

む、子供から大人まで加わった様々な店舗や施設のバリアフリー点検会などによる、体験の機会を通じて学

ぶ必要性が高く、環境整備に取り組む建築士からの発信も大きな役割だと言える。 
 最近話題の観光バリアフリーは、【移動のバリア・言葉のバリア・情報のバリア・心のバリア】を取り除くことによ

り、観光地や名物料理のある飲食店などを高齢者や障害者に、おもてなしの気持ちで、どうしたら行けるか、

どのように伝えるかという視点で、情報提供と環境整備を行うもので、それにより、観光客の増加による経済

効果や、自治体内のバリアフリー化が進むという展望も生まれ、全国各地に観光バリアフリーツアーセンター

が設置されてきている。このような状況を踏まえ、地域の建築士も、環境整備の専門家として積極的に参加

していく必要がある。 
 
 

４ 自治体と多様な人達、建築士・専門家が連携で取り組む、やさしいまちづくりの推進 
  
兵庫県の｢福祉まちづくりアドバイザー（登録）｣による『チェック＆アドバイス制度』は、利用者（障がい者を含

む）の立場での視点、建築・福祉等に関する専門的な視点から、既存や新設の施設の設計時や竣工時に

点検・助言を行う制度で、毎年 15 件ほどの制度活用の事例がある。全国建築士会においても、このような

制度の他、自治体と共に連携してバリアフリー、ユニバーサルデザインのまちづくりを進めるための積極的な検

討が必要だと思われる。 

 

 

５ 共に生きるインクルーシブな社会を目指して 
 
 全ての人々が、地域で共に生活できるインクルーシブな共生社会を目指すために、建築士も地域の一員と

して、地域に根ざした活動に加わり、共に活動することにより、人を知り、生活を知り、共に助け合い、建築士

として力になれる時にはその専門性を活かし、地域のためにならんことを願う。 
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